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会         議        記         録 

会 議 の 名 称 
決算特別委員会 

環境市民厚生分科会 

会議場所 第１委員会室 

担当職員 小野 

日 時 令和３年９月１５日（水曜日） 
開 議   午前 １０ 時 ３０ 分 

閉 議   午後  ４ 時 ２６ 分 

出席委員 ◎平本 ○三宅 長澤 大塚 並河 竹田 西口 

理事者 

出席者 

 【健康福祉部】 佐々木部長 

  [地域福祉課] 田端課長、中野生活支援担当課長、門下副課長、西山副課長 

福田地域福祉係長 

  [障がい福祉課] 木村課長、中澤障がい総務係長、藤田障がい者給付係長 

石津地域生活支援係長 

  [高齢福祉課] 松本課長、鈴木副課長、巻田高齢者係長 

  [健康増進課] 大西課長、中山健康事業担当課長、中村副課長、大原健康管理係長 

 【こども未来部】 阿久根部長 

  [子育て支援課] 山内課長、井尻副課長、片山副課長、西村こども政策係長 

川田こども給付係長 

  [保育課長] 中川課長、原田副課長、橋本保育政策係長 

事務局 小野主任 

傍聴者 市民 ０名 報道関係者 ０名 議員１名（冨谷） 

 
 

会  議  の  概  要 
 
 

１ 開会 

 

２ 事務局日程説明 

 

３ 付託議案審査 

 

（１）令和２年度亀岡市一般会計決算認定について（第１１号議案所管分） 

 

［理事者入室］こども未来部 

 

＜こども未来部長＞ 

（あいさつ） 

＜各課長＞ 

（資料に基づき説明） 

～１１：２９ 

[質疑] 

＜平本委員長＞ 

１３２ページの母子寡婦福祉会活動費の補助金について、コロナ禍における母子寡

婦福祉会の活動実績は。 

＜子育て支援課長＞ 

 母子寡婦福祉会から、令和２年度はコロナの影響で活動の中止を余儀なくされたと

報告を受けているが、４月には総会、支部長会などを来賓なしで縮小開催されたり、
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連絡会議なども実施されている。１月には、母子寡婦福祉大会の新年の集いなども

開催されたり、コロナ禍でも感染症対策を徹底して、できる範囲で縮小して事業を

実施していただいた。８２人の会員がおられ、それぞれ支部長会議などを開催され

ている。 

＜平本委員長＞ 

 コロナ禍で、啓発活動の実施が難しい中、会員数が減少方向にあると聞くが、啓発

に対する支援やサポートはしているのか。 

＜子育て支援課長＞ 

 コロナ禍でも、工夫をしながら対面の交流ができるような方法を考えていただいて

おり、市に相談いただいた場合は、母子寡婦・母子父子相談員が会議に出席し、必

要な支援をしている。直近では、ＳＮＳで会員を募集したいので、市に協力しても

らえないかと相談があり、協力できる範囲で協議を進めている。 

＜大塚委員＞ 

１４９ページのこどものあそび場整備事業経費について、ガレリアかめおかにあそ

び場が整備され、非常に人気があると聞いている。主な経費として、業務委託料が

約７，９００万円あるが、具体的な事業費の内訳は。また、これはランニングコス

トとして、今後も必要になるのか。 

＜子育て支援課長＞ 

 委託料の内訳であるが、主なものとしては、こどものあそびば整備事業のかめまる

ランドの委託料３，５８０万円と、２階の屋上庭園にあるあおぞらひろばの整備委

託料が４，２３５万円である。ランニングコストは、この経費の中には含まれてい

ない。維持管理については、委託先である社会福祉協議会と協議しながら、できる

だけ金額が抑えられるように考えていきたい。 

＜大塚委員＞ 

ある程度の期間が経過すると、施設の整備や修理が必要になる。財源確保のために

使用料金をとってはどうか。 

＜子育て支援課長＞ 

 子育て世代の方が集っていただく拠点として整備したものであるため、現時点で使

用料を徴収することは考えていない。使用料については、老朽化などに伴い修繕が

必要になったときに、協議を進めていきたいと思っている。その際には、市内の方

が優先的に施設を使えるような制度も検討していきたい。 

＜並河委員＞ 

 待機児童の現状は。 

＜保育課長＞ 

 ４月１日時点で４１人、９月１日時点で９８人である。 

＜並河委員＞ 

 待機児童解消の対応策は。 

＜保育課長＞ 

 保育士不足が課題となっている。保育士が確保できれば受入れができるという話を

各園で聞いている。亀岡市では、保育士が確保しやすい環境づくりの取組として、

就職奨励金を１人当たり２０万円出しており、保育士の処遇を改善するためにいろ

いろな手だてを打っているところである。 

＜西口委員＞ 

 １３２ページの福祉医療費経費のうち、ひとり親家庭の日用品の案件について、対

象者が２，１００人となっているが、ひとり親家庭の推移は。 
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＜子育て支援課長＞ 

平成２７年度２，３４２人、平成２８年度２，３２８人、平成２９年度２，２６３

人、平成３０年度は２，１４７人、令和元年度が２，１２９人であった。 

＜竹田委員＞ 

 １３９ページのひとり親家庭の高等職業訓練について、これは何の勉強をしている

のか。 

＜子育て支援課長＞ 

 高等職業訓練は、看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法

士、歯科衛生士、美容師など、対象の資格取得に関する内容である。 

＜竹田委員＞ 

 資格が取れなかった場合は、支援を受けることができないのか。 

＜子育て支援課長＞ 

 これは日常生活に係る支援で、訓練をされている方に対する給付金であるため、返

還などを求めることはない。今後については、制度を利用された方の就業状況など

を調査し、自立されている方がいらっしゃるということをアピールしていきたい。 

＜並河委員＞ 

 １３３ページのこども医療費助成制度について、段階的に制度の充実を図っていた

だいているが、これまでの制度の比較と財政負担の推移は。 

＜子育て支援課長＞ 

 当初は、１医療機関で受診料が３，０００円を超えた分を現物給付していたが、平

成元年９月に制度を改正し、通院１回につき２００円という形になった。財政負担

の推移は、平成２９年の支給額が１億５，１４８万６，３５０円、平成３０年度が

１億６，５０７万２，７８３円で対前年度比９.９％増。令和元年度は１億９，５

０３万８，１９１円、令和元年度の対前年度比１８.２％増加である。令和２年度

については、１億９，２０８万８，８０５円で、対前年度比１.５％減である。 

＜平本委員長＞ 

 １３７ページの家庭相談員については、増員いただき大変ありがたいと思っている。

一方、コロナ禍で児童虐待やＤＶが増えてきているという話を聞くが、対応できる

体制は整っているのか。 

＜子育て支援課長＞ 

 担当地域や学校などを分担して、チームで対応できていると考えている。虐待のケ

ースなどについては、児童相談所や学校などと連携しており、現在のところ、相談

員は充足していると考えている。 

＜三宅副委員長＞ 

 １５１ページの不妊治療費給付金の対象者の推移は。 

＜子育て支援課長＞ 

 平成２９年２１５人、平成３０年１９５人、令和元年１３９人、令和２年１６６人

である。 

＜大塚委員＞ 

 １５３ページの発達支援事業計画について、発達相談で障がいがある方を何人ぐら

い見つけられたのか。 

＜保育課長＞ 

 発達相談は、乳幼児健診や育児相談などで把握した、発達に心配や困り感のある保

護者や児童を対象に発達検査を実施し、相談に応じたアドバイスなどを行っている。

それが、医療などに繋がるということもある。健康観察は、保育園に上がられる前
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の大切な検査である。保護者のアンケートを基に現状を分析し、幼児やその保護者、

保育者に適切な助言、支援、医療などの紹介などを行っている。保育者、保護者及

び就学前の園児の支援、園の巡回もしており、乳幼児健診や育児相談、保育園など

で把握した、発達に心配や困り感のある保護者などを対象に園を巡回し、発達相談

や集団支援を実施しているところである。個々に、子育て教室や子育て講座なども

実施しているところである。９８人の方が何らかの支援が必要な方であると把握し

ている。 

＜竹田委員＞ 

 大塚委員が「障がい」という表現をされたが、発達につまずきがあるという認識で

取組を行っているということでよいか。 

＜保育課長＞ 

 そのとおりである。発達に困り感があったとしても、早期発見、早期対応すること

によって、元気に発達されていかれる方もいらっしゃるので、必ずしも障がいに繋

がるということではない。 

 

[理事者退室] こども未来部 

 

＜ 休憩 １２：１２～１３：３０ ＞ 

 

[理事者入室] 健康福祉部 

 

＜健康福祉部長＞ 

（あいさつ） 

＜各課長＞ 

（資料に基づき説明） 

～１４：３６ 

[質疑] 

＜並河委員＞ 

 ９３ページのくらしの資金について、コロナ禍で、生活費を必要とされる方もたく

さんいらっしゃるが通年化の考えは。 

＜地域福祉課長＞ 

 くらしの資金貸付けについては、近年、貸付けと返済を繰り返すリピーターの方が

多く、根本的な自立の助長に繋がっていない状況である。また、滞納が多く、市民

の税金を財源とする単費の事業としては、通年化を考えていない。ただ、くらしの

資金は、第２のセーフティーネットとしての役割を長年担ってきたこともあり、引

き続いて、その役割を果たしていく。 

＜大塚委員＞ 

 １１０ページの障がい者福祉サービス事業経費の中で、保育所等訪問支援の内容は。 

＜障がい福祉課長＞ 

 事業所の方が保育所に行かれて、障がい者、障がい児の支援の方法を教授される。 

＜大塚委員＞ 

亀岡市内で指定を受けている事業所数は。 

＜障がい福祉課長＞ 

 ２か所である。 

＜大塚委員＞ 
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 保育所等となっているが、保育所以外にも行かれるということか。 

＜障がい福祉課長＞ 

 幼稚園や公立学校も対象とされると聞いている。 

＜大塚委員＞ 

 公立学校に行かれた実績はあるか。 

＜障がい福祉課長＞ 

 令和２年度はなかった。令和３年度は９月から実施すると聞いている。 

＜並河委員＞ 

 １１８ページの生活保護について、令和２年度の保護率は、亀岡市が０.８３％、

全国平均は１.６４％、京都市を除く京都府内平均は１.２３％と、亀岡市の保護率

はかなり低いが、どのように分析しているのか。 

＜地域福祉課生活支援担当課長＞ 

 亀岡市の保護率が低い理由は３つあると考えている。まず一つは、亀岡市の人口の

減少と少子高齢化の進行が著しく進んでいるということである。令和２年の亀岡市

の人口は５年前と比べると２，５００人以上減少しており、その中でも生産年齢人

口は、５年前と比べて３，６００人以上減少しており、全体数を上回る人数が減少

している。また、令和２年の６５歳以上の人口は、市内全人口の３０％を超過して

おり、これは、若年層の人口減少が顕著であるということを示していて、生活保護

世帯においても、こうした世代の受給者が減少しているという傾向がある。特に、

母子世帯や、その他世帯と言われる稼働年齢層にある方の世帯数の人数が大きく減

少しており、結果として、本市の生活保護世帯全体の減少に繋がっていると考えて

いる。もう１点であるが、コロナ禍までの経済状況は、比較的好調であり、雇用情

勢もかなり顕著に推移していた。それによって、生産年齢層にある世帯の方が多数

生活保護から脱却をされたということも大きな要因の一つであったと考えている。

最後に、平成２７年度から生活困窮者自立支援法に基づく支援が本格的に実施をさ

れるようになったことや、コロナ禍においては、生活福祉資金の特例貸付や住居確

保給付金の拡充が行われるなど、保護に至る手前の段階での早期の支援を行えるよ

うになったことも大きな要因の一つだと考えている。 

＜並河委員＞ 

 小学校、中学校の就学援助の人数は、小学校が１５％、中学校が２０％とかなり高

い数値になっているが、母子家庭の保護世帯が３５世帯というのは大変少ないと感

じる。保護の相談をされたが、あえて受けないようにするといった、現実と乖離し

た指導は行っていないか。 

＜地域福祉課生活支援担当課長＞ 

 生活保護が受けられるのに、あえて受けないように誘導したり、相談の段階で拒む

ということはしていない。基本的に、生活保護の申請権は市が関与することでない

ため、申請されたいということであれば、どなたでも申請いただける制度になって

いる。母子世帯については、世帯数が３１世帯とかなり少なくなっている。去年は、

母子世帯の方からの相談が８世帯しかなかった。この要因を分析したところ、人口

動態などを見ると、若年層が減っていることなどが挙げられる。 

＜大塚委員＞ 

 ６８ページの扶助費について、生活扶助費等の中に、葬祭扶助とあるが、実績の推

移は。 

＜地域福祉課生活支援担当課長＞ 

 平成２６年度は２０件、決算額は３２５万３，４９９円、平成２７年度は１８件、
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決算額は２５２万４，９３１円、平成２８年度は１３件、決算額は２１０万２，８

９０円、平成２９年度は１７件、決算額３０２万２，１０７円、平成３０年度は、

１１件、決算額は１９６万３，１７０円、令和元年度は１３件、決算額は２２２万

５，０２３円、令和２年度は８件、決算額は１３９万４，４７４円である。 

＜平本委員長＞ 

 １００ページの社会的孤立防止対策事業経費について、相談窓口の充実を図ったと

説明があったが、相談件数の推移は。 

＜地域福祉課長＞ 

 福祉なんでも相談の相談件数は、令和元年度９人、令和２年度２５人、令和３年度

は現時点で１６人である。また、社会福祉協議会も相談を受け付けており、令和元

年度８人、令和２年度１４人、令和３年度は現時点で１１人であり、相談件数は増

加している。 

＜平本委員長＞ 

 １１５ページの高齢者生活支援経費は、コロナウイルス感染症に伴う買い物支援と

して、タクシー事業者の協力を得て稼働した事業であるが、利用状況はどうか。 

＜高齢福祉課長＞ 

 事業を開始した４月には５人の方が利用され、８月頃には定期的に３０件程度の利

用があった。１２月頃に２０件程度となった後、３月は３０件程度になっている。 

＜平本委員長＞ 

 １０４ページの敬老事業について、コロナ感染症の影響で敬老事業の形や在り方が

変化してきているが、自治会や市民のニーズに応えられているのか。 

＜高齢福祉課長＞ 

 令和２年度は、コロナの感染拡大の不安から、集合形態での実施は中止をお願いし

た。一方で、各自治会に集団形態での実施を希望するかアンケートを取ったところ、

集合形態での実施を継続したいというところと、そうでないところがあったため、

今年度からは選択できるようにしている。 

＜長澤委員＞ 

 ５７ページの生活保護費の返還金１，５５６万２，７３０円の内訳は。 

＜地域福祉課生活支援担当課長＞ 

 生活保護法第６３条の返還は、３９件、１，４６５万６，７８２円、同法７８条に

係る返還は、２１件、９０万５，９５３円、合計６０件、１，５５６万２，７３０

円である。 

＜長澤委員＞ 

 主な返還理由は。 

＜地域福祉課生活支援担当課長＞ 

 第６３条は、資力があるにもかかわらず生活保護を受けられるケースである。例え

ば、年金の遡及金の手続きをするのに時間がかかった場合や、障害年金の受給事案

が発生し、遡って年金がもらえることになられた場合などである。その間の保護費

については返還していただく。第７８条は、いわゆる不正受給である。 

＜長澤委員＞ 

 そういう返還を命ぜられるような事実は、家庭訪問などで発見するということか。 

＜地域福祉課生活支援担当課長＞ 

 第７８条の不正受給の話であると思うが、年１回課税調査を行っており、課税資料

と保護の受給者が提出される収入申告書を突合して発見することが多い。 
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＜ 休 憩 １４：１３～１４：２０ ＞ 

 

（２）令和２年度亀岡市介護保険事業特別会計決算認定について（第１４号議案） 

 

＜健康福祉部長＞ 

（あいさつ） 

＜高齢福祉課長＞ 

（資料に基づき説明） 

～１５：５９ 

[質疑] 

＜並河委員＞ 

 ２８２ページ、介護認定について、認定するまでの期間は、概ね１カ月以内という

ことであるが、実情としては、もう少し遅いと聞いているがどうか。 

＜高齢福祉課長＞ 

 基本的には３０日以内ということになっているが、亀岡市の令和２年度の平均日数

は４０.６日である。令和元年度は４９.６１日であり、若干ではあるが、改善傾向

にある。日数が伸びる要因として、認定調査に行く際に相手方の日程が合わない場

合や、特定の医者から申請書が返ってくるのに非常に時間がかかるということがあ

る。早く認定していけるよう改善に努めている。 

＜並河委員＞ 

 認定調査員を増やすとか、他の改善策は考えられないか。 

＜高齢福祉課長＞ 

 認定調査の件数には増減があり、多くの認定を行わなければならないときは、認定

調査員を増やすことで対応できるが、逆に認定する案件が減ったときには、その

方々の業務量や時間が余ってしまうこともある。どちらかと言えば、予算の効果を

考えなければならないので、現状として認定調査員の増員は難しいと思っている。 

＜大塚委員＞ 

 ２８９ページ、福祉支援事業費の中で、医療と介護の地域連携を図る亀岡市地域医

療・介護・福祉連携推進会議について、最近の会議の開催状況は。 

＜健康増進課健康事業担当課長＞ 

 亀岡市地域医療・介護・福祉連携推進会議は、年に１回開催している。令和２年度

に関しては、コロナの関係があったため、書面会議ということになっている。部会

活動については、３部会で構成し活動を進めている。令和２年度については、調整

企画部会、市民啓発部会、人材育成部会の３つの部会を実施している。どの部会に

ついても、月１回程度集まって議論していただいている。 

＜竹田委員＞ 

 ２８６、２８７ページ、高額医療合算の制度について、これは申請に基づくと書い

てあるが、この制度ができた当初から、対象の方に対し申請を行うよう促す取組が

されてきたと思うが、現状はどうか。 

＜高齢福祉課長＞ 

 議員がおっしゃるとおり、システム上で挙がってきた対象者に対し、勧奨を行うと

いう形をとっている。 

＜竹田委員＞ 

 勧奨は１回だけか。ほとんどの方が申請されているのか。 

＜高齢福祉課長＞ 
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 ほとんどの方が申請されているため、再度勧奨するということが現在はない。 

＜大塚委員＞ 

 ２９２ページ、昨年度の事務事業評価の対象となった高齢者介護予防拠点活動支援

事業の実施状況はどうか。 

＜高齢福祉課長＞ 

 昨年は全体で９９日開所し、延べ１，０２６人が利用された。令和元年に比べると、

開所日数は６９日の減、利用者は６２７人の減であったが、これは新型コロナウイ

ルスの影響を受けて、開所することが難しいという状況があった。今年度も、第５

波の影響を受けて、１週間繰り下げて開所しているが、全体の回数は例年と同様に

実施いただく方向である。 

＜竹田委員＞ 

 ２８２ページ、認定調査について、並河委員から質疑があったが、調査員の認定調

査がある場合、資料に記載のある指定事務受託法人を活用すれば日程調整がしやす

いのではないか。 

＜高齢福祉課長＞ 

 認定調査員は、対象者の都合のよい日程で調査が行えるように調整しているが、本

人と家族の間で調整ができない場合や、指定した日の直前に体調を崩されてキャン

セルされる場合などがあり、その結果他の対象者との日程の兼ね合いで、認定に時

間がかかるということが発生する。 

＜竹田委員＞ 

 亀岡市では、医師に意見書をもらう場合、申請者が病院に持っていくという方式で

あったと思うが、現在も変わりはないか。 

＜高齢福祉課長＞ 

 変わっていない。 

 

（３）令和２年度亀岡市休日診療事業特別会計決算認定について（第１３号議案） 

 

＜健康福祉部長＞ 

（あいさつ） 

＜健康増進課長＞ 

 （資料に基づき説明） 

～１６：２３ 

[質疑なし] 

 

[理事者退室] 健康福祉部 

散会 ～１６：２６ 


